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「呉市・広島大学 Town & Gown Office（呉市役所 9 階）」に係る 

管理運営の取扱について 

 

 

１ 要 旨 

呉市と広島大学は、地域社会と大学が連携し、海洋文化都市くれの実現をめざす呉市・広島

大学 Town & Gown 構想を推進することを目的に、自治体や企業、各団体等と連携して地域課

題の解決や地域活性化などの地方創生に向けた活動に取り組むために、呉市役所９階に設置し

た「呉市・広島大学 Town & Gown Office」（以下、「呉 TGO」という。）の管理運営の取扱につ

いて必要事項を定める。 

 

２ 事業内容 

  地域と大学の双方の持続可能な発展に貢献し、海洋文化都市くれを実現するため、次の事業

を行う。 

① 展示/情報発信：展示スペースを設け、企業情報や研究成果を発信し、地域との連携に生

かす。 

② 交流：ミーティングスペースを設け、産学官の交流や意見交換の場として活用する。 

③ ビジネス支援：コワーキングや打合せスペースを設け、起業・連携活動の支援に生かす。 

④ 拠点形成：呉 TGO の事務室を設け、地域と大学の連携拠点とする。 

⑤ 研究：2025 年 10 月に設置する「広島大学海洋・海事未来研究所」のサテライト（呉市出

張所）を設け、市内中心地における研究を推進する。 

 

３ 開館日及び時間 

開館日は、年末年始及び祝日を除く月曜日から金曜日の９時から１７時とする。ただし、呉

TGO 室長が特に必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。 

 

４ 利用対象者 

  呉 TGO を利用できる者は次のとおりとする。 

・海洋文化都市くれ推進協議会会員 

・呉市において地域連携活動に取り組む教職員・学生 

・地域団体、企業、自治体等 

  ・一般の方 

 

５ スペース構成 

(1) 展示/情報発信スペース 

  呉 TGO 及び海洋文化都市くれ推進協議会会員の活動情報発信・情報共有の場として、利用

対象者に限らず、誰もが自由に立ち寄ることができるスペース 
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(2) 交流・ビジネス支援スペース 

10 人程度のミーティングやコワーキングスペースとして利用できるオープンなスペース 

貸切予約の時間帯以外は一般利用可 

 

(3) 事務室スペース 

呉市・広島大学 Town & Gown 構想に関する総合窓口として、問い合わせ、相談等の一次受

付を行うスペース 

 

(4) 広島大学海洋・海事未来研究所サテライト 

  20 人～30 人程度の打ち合わせ、イベントを開催することができるスペース 

貸切予約の時間帯以外は一般利用可 

  なお、2025 年 10 月以降、運用を変更する可能性がある。 

 

６ 貸切予約 

海洋文化都市くれ推進協議会会員は、交流・ビジネス支援スペース及び広島大学海洋・海事

未来研究所サテライトを貸切予約することができる。 

連続して貸切できる期間は 7 日以内とする。ただし、呉 TGO 室長が特に必要と認めた場合

は、この限りでない。 

予約にあたっては、「広島大学 呉 TGO スペース利用申込みフォーム」にて申し込むこと。

なお、呉 TGO から送信する予約確定通知メールをもって予約確定とする。 

  申込みフォーム入口 https://www.hiroshima-u.ac.jp/kuretgo/access 

 

7 利用料 

  利用料は徴収しない。 

 

8 利用上の留意点 

(1) 禁止行為 

 次の行為を行った場合、呉 TGO が利用承認の取消又は退去命令を行うことができる。 

・営利を目的とする活動（商品の展示・販売・宣伝・説明会等） 

・政治的な活動（特定の政党の利害に関する活動等） 

・宗教的な活動（特定の宗教を普及・支持する活動、特定の団体・教派・宗派・教団を支援す

る活動等） 

・公序良俗に反する行為（公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為等） 

  ・迷惑行為（大声を出すなど、周囲に迷惑を及ぼす行為等） 

・暴力排除の趣旨に反する行為 

・建物、設備、器具等を毀損するおそれがある行為  
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(2) 注意事項 

・予約した施設や備品等は、終了後に所定の位置に返却すること 

・施設や備品等に破損が生じた場合は、職員に申し出ること 

・利用した際に発生したゴミ類は、必ず利用者が持ち帰ること 

・使用終了後には、清掃を行うなど、次の利用者に支障のないよう配慮すること 

 

(3) 駐車場 

・呉 TGO には駐車場が無いため、呉市役所本庁舎駐車場を利用（有料）できる 

・イベント等の主催者は、内容により呉市の判断で減免対応が可能とする 

・呉 TGO 利用者及びイベント等の参加者は原則として減免対象外とし、参加募集等を行う

際にはその旨を周知すること 

 

9. その他 

この取扱に定めのない事項については，呉 TGO 室長が別に定める。 

 

10.問い合わせ先 

呉市・広島大学 Town & Gown Office 

〒737-8501 呉市中央 4 丁目 1 番 6 号 呉市役所 9 階 

・呉市・広島大学 Town & Gown Office（呉 TGO） 

   TEL: 070-1477-8445 

   E-mail: kure-tgo-admin@office.hiroshima-u.ac.jp 

・呉市企画課 海洋文化都市推進グループ 

   TEL: 0823-25-3273 

   E-mail: kikaku@city.kure.lg.jp 

 

 

 

（令和 7 年 7 月策定） 


